
（第 3種郵便物認可）（11） 2 0 2 2 年（令和 4年）2 月 9 日（水曜日）

　
本
書
は
、
自
転
車
事
故
の

損
害
賠
償
に
関
す
る
裁
判
例

（
民
事
裁
判
例
）
を
中
心

に
、
自
転
車
事
故
法
を
総
合

的
に
編
集
、
解
説
し
た
労
作

で
あ
る
。
裁
判
例
は
自
転
車

が
加
害
者
側
と
な
る
自
転
車

事
故
を
対
象
に
し
、
そ
の
内

訳
は
自
転
車
と
歩
行
者
の
事

故
、
自
転
車
同
士
の
事
故
、

そ
の
他
の
自
転
車
の
事
故
に

類
型
化
さ
れ
て
い
る
。
な

お
、
自
転
車
が
被
害
者
に
な

る
事
故
に
つ
い
て
は
従
来
の

文
献
が
扱
っ
て
い
る
。

　
本
書
を
目
次
に
沿
っ
て
概

観
す
る
と
、
ま
ず
、
第
１
編

「
概
説
編
」
で
事
故
法
の
基

礎
知
識
を
重
点
的
に
解
説
し

て
い
る
。
第
１
章
は
、
道
路

交
通
法
に
お
け
る
自
転
車
の

規
制
に
つ
い
て
、
ル
ー
ル
の

要
点
を
解
説
す
る
。
第
２
章

は
、
刑
事
上
の
責
任
、
民
事

上
の
責
任
、
行
政
上
の
責
任

（
免
許
取
り
消
し
、
免
許
停

止
）
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

第
３
章
は
、
民
事
で
問
わ
れ

る
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て

解
説
す
る
。
第
４
章
は
、
本

書
の
核
心
部
分
と
も
い
え
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
損
害
額
の

算
定
の
基
本
に
つ
い
て
解
説

し
、
本
書
第
２
編
「
裁
判
例

編
」
の
損
害
論
の
基
礎
知
識

を
提
供
す
る
。
第
５
章
は
自

転
車
事
故
に
備
え
る
保
険
、

第
６
章
は
紛
争
解
決
の
手
段

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
解
説
す

る
。
以
上
の
各
章
の
解
説
は

す
べ
て
明
快
で
あ
る
。

　
次
に
、
第
２
編
「
裁
判
例

編
」
と
第
３
編
「
資
料
編
」

は
、
そ
の
内
容
や
構
成
に
お

い
て
本
書
の
活
用
を
促
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
２
編

は
、
第
１
章
「
自
転
車
事
故

裁
判
例
の
類
型
整
理
と
解

説
」
、
第
２
章
「
自
転
車
と

歩
行
者
の
事
故
」
、
第
３
章

「
自
転
車
同
士
の
事
故
」
、

第
４
章
「
そ
の
他
の
自
転
車

事
故
」
の
各
項
目
の
下
に
、

裁
判
例
を
的
確
に
分
析
、
整

理
し
て
い
る
。
第
２
編
の

「
判
例
番
号
」
は
、
第
３
編

「
裁
判
例
一
覧
表
」
で
は

「
白
抜
番
号
」
と
し
て
強
調

さ
れ
て
い
る
。
第
３
編
「
資

料
編
」
の
「
裁
判
例
一
覧

表
」
は
、
自
転
車
が
加
害
者

側
と
な
る
自
転
車
事
故
に
関

す
る
民
事
裁
判
例
（
昭
和
44

年
２
月
28
日
か
ら
令
和
３
年

１
月
ま
で
の
計
３
２
４
件
）

を
取
り
上
げ
、
過
失
相
殺

（
原
告
）
、
主
な
被
害
、
事

故
現
場
、
時
間
、
認
容
金

額
、
被
害
者
（
原
告
）
、
加

害
者
（
被
告
）
、
事
案
、
の

各
項
目
の
下
に
、
「
判
例
番

号
」
1
～
３
２
４
の
一
覧
表

の
下
に
裁
判
例
を
整
理
し
て

い
る
。
本
書
が
収
録
す
る
全

て
の
裁
判
例
で
あ
り
、
自
転

車
事
故
の
最
新
判
例
を
読
み

解
く
こ
と
が
で
き
る
。
以
上

の
よ
う
に
、
第
２
編
と
第
３

編
（
「
裁
判
例
一
覧
表
」
）

の
い
わ
ば
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型

構
成
に
よ
り
、
読
者
は
容
易

に
、
参
考
と
な
る
裁
判
例
を

発
見
し
活
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
第
３
編
「
資
料
編
」

に
は
裁
判
例
一
覧
表
の
ほ

か
、
簡
易
生
命
表
、
賃
金
セ

ン
サ
ス
年
収
額
表
、
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
係
数
表
（
３
％
と
５

％
）
、
入
通
院
慰
謝
料
、
後

遺
障
害
別
等
級
表
・
労
働
能

力
喪
失
率
が
収
録
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
損
害
算
定
の

根
拠
と
な
る
基
本
資
料
で
あ

る
。

　
本
書
に
は
、
「
Ｃ
ｏ
ｌ
ｕ

ｍ
ｎ
（
コ
ラ
ム
）
欄
」
が
要

所
に
配
置
さ
れ
、
自
転
車
事

故
や
交
通
法
に
関
連
す
る
有

益
な
情
報
を
提
供
し
て
い

る
。
ま
た
、
令
和
２
（
２
０

２
０
）
年
４
月
１
日
に
施
行

さ
れ
た
改
正
民
法
の
規
定
を

解
説
し
て
い
る
（
法
定
利
率

：
コ
ラ
ム
⑫
、
時
効
：
コ
ラ

ム
�
、
相
殺
：
コ
ラ
ム

�
）
。

　
本
書
は
北
河
隆
之
氏
と
長

島
光
一
氏
の
共
著
に
よ
る
著

作
で
あ
る
。
北
河
氏
は
弁
護

士
と
し
て
、
長
年
、
交
通
事

故
を
は
じ
め
事
故
責
任
そ
の

他
の
法
分
野
で
紛
争
処
理
実

務
を
先
導
さ
れ
、
社
会
的
に

は
公
益
財
団
法
人
交
通
事
故

紛
争
処
理
セ
ン
タ
ー
嘱
託
、

一
般
社
団
法
人
生
命
保
険
協

会
生
命
保
険
相
談
所
裁
定
審

査
会
委
員
（
議
長
）
な
ど
の

要
職
を
歴
任
さ
れ
て
い
る
。

同
氏
は
ま
た
、
明
海
大
学
教

授
を
経
て
、
長
年
、
琉
球
大

学
教
授
と
し
て
学
部
教
育
、

大
学
院
教
育
に
携
わ
れ
た
。

学
生
へ
の
愛
情
と
法
学
教
育

に
対
す
る
情
熱
の
下
に
、
誰

も
が
な
し
得
な
い
足
跡
を
刻

ま
れ
た
も
の
と
い
え
る
（
同

氏
の
功
績
に
対
し
て
は
琉
球

大
学
名
誉
教
授
の
称
号
が
授

与
さ
れ
て
い
る
）
。
同
氏
の

紛
争
処
理
実
務
お
よ
び
学
界

に
お
け
る
経
験
は
研
究
成
果

と
し
て
多
く
の
著
作
に
結
実

し
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
、

『
交
通
事
故
損
害
賠
償
法

〔
第
２
版
〕
』
（
弘
文
堂
、

16
年
）
は
交
通
法
学
の
基
本

書
と
し
て
交
通
法
の
研
究
お

よ
び
教
育
に
大
き
く
貢
献
し

て
い
る
。
長
島
氏
は
、
帝
京

大
学
法
学
部
法
律
学
科
講
師

と
し
て
注
目
さ
れ
る
新
進
気

鋭
の
法
学
者
で
あ
り
、
研
究

活
動
は
民
事
訴
訟
法
を
中
心

に
、
環
境
、
医
療
、
情
報
な

ど
広
く
及
ん
で
い
る
。
ま

た
、
広
く
教
育
活
動
に
も
力

を
注
が
れ
て
い
る
。
本
書
を

契
機
に
、
交
通
法
学
の
分
野

に
お
け
る
活
躍
が
期
待
さ
れ

る
。
交
通
事
故
損
害
賠
償
法

は
不
法
行
為
法
お
よ
び
保
険

法
を
中
心
に
行
政
法
、
社
会

保
障
法
な
ど
複
数
分
野
と
関

連
し
て
お
り
、
全
体
を
バ
ラ

ン
ス
よ
く
解
説
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
本
書
に
お
い
て
、

こ
の
よ
う
な
複
雑
な
法
分
野

を
簡
潔
、
明
快
に
解
説
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
は
、
お
二

人
の
傑
出
し
た
力
に
よ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
近
年
、
自
転
車
事
故
は
深

刻
化
し
て
い
る
。
高
齢
者
、

障
が
い
者
、
子
ど
も
な
ど
す

べ
て
の
人
々
が
安
全
・
安
心

に
地
域
生
活
を
送
る
た
め

に
、
道
路
環
境
の
整
備
が
求

め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
道
路

交
通
法
規
範
の
あ
り
方
が
多

角
的
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
課

題
に
つ
い
て
、
本
書
は
自
転

車
事
故
に
つ
い
て
参
考
と
な

る
事
例
を
多
数
提
供
し
て
い

る
。
順
不
同
で
あ
る
が
、
例

え
ば
、
認
知
症
へ
の
配
慮

（
25
㌻
、
31
㌻
、
44
㌻
、
１

０
０
㌻
）
、
信
頼
の
原
則

（
23
㌻
）
の
適
用
範
囲
、
注

意
義
務
の
認
定
（
13
㌻
、
１

２
４
㌻
な
ど
）
、
マ
ン
シ
ョ

ン
の
敷
地
・
道
路
（
87
㌻
、

１
４
４
㌻
、
１
４
８
㌻
、
１

７
８
㌻
）
、
「
あ
お
り
行

為
」
（
19
㌻
、
99
㌻
：
被
害

者
の
例
）
、
ペ
ッ
ト
の
飼
育

（
１
８
６
㌻
、
１
８
７

㌻
）
、
損
害
賠
償
の
高
額
化

（
95
㌻
）
、
電
動
化
（
３

㌻
）
、
そ
の
他
種
々
の
も
の

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例

か
ら
、
読
者
は
、
多
く
の
知

的
資
源
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
道
路
交
通

の
安
全
は
、
行
為
規
範
と
し

て
法
的
に
要
請
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
歩

道
上
の
歩
行
者
を
後
方
か
ら

ス
ピ
ー
ド
を
出
し
た
ま
ま
突

然
追
い
抜
く
自
転
車
の
行
為

は
目
に
余
る
。
そ
こ
に
は
歩

行
者
を
交
通
弱
者
と
し
て
配

慮
す
る
気
持
ち
の
欠
如
が
う

か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問

題
は
よ
り
根
底
に
、
近
代
法

の
合
理
原
則
を
修
正
す
る
必

要
性
が
あ
り
、
高
齢
社
会
に

お
け
る
自
転
車
事
故
の
法
規

範
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
判
例
を
題
材
に
す
る
文
献

は
多
い
が
、
本
書
は
明
確
な

編
集
方
針
の
下
に
執
筆
さ
れ

た
好
著
で
あ
る
。
読
者
は
本

書
を
通
じ
て
地
域
生
活
と
道

路
交
通
の
安
全
を
願
う
著
者

と
出
版
社
の
強
い
思
い
を
感

じ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
や
や
早
い
が
、
数
年

後
、
共
著
者
の
お
二
人
に
よ

っ
て
、
こ
れ
か
ら
出
さ
れ
る

裁
判
例
を
補
完
し
た
改
訂
版

か
、
第
２
巻
が
刊
行
さ
れ
る

こ
と
を
望
み
た
い
。
本
書

は
、
交
通
事
故
紛
争
処
理
実

務
を
担
っ
て
い
る
専
門
家
の

方
々
に
座
右
に
備
え
て
い
た

だ
き
た
い
文
献
で
あ
り
、
同

時
に
、
多
く
の
人
々
に
ぜ
ひ

手
に
と
っ
て
い
た
だ
き
た
い

一
冊
で
あ
る
。

　（
Ａ
５
判
／
３
２
０
㌻
、

保
険
毎
日
新
聞
社
刊
、
22
年

１
月
26
日
発
行
、
税
込
３
９

６
０
円
）

　
あ
い
お
い
ニ
ッ

セ
イ
同
和
損
保
コ

ン
タ
ク
ト
セ
ン
タ

ー
事
業
部
は
12
月

９
日
、
「
地
域
密

着
」
の
取
り
組
み

の
一
環
と
し
て
、

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ

ィ
委
員
会
の
メ
ン

バ
ー
が
主
体
と
な

り
２
０
２
０
年
度
か
ら
実

施
し
て
い
る
フ
ー
ド
ド
ラ

イ
ブ
活
動
の
21
年
度
の
取

り
組
み
で
収
集
し
た
９
５

０
点
を
超
え
る
飲
食
品
を

板
橋
区
社
会
福
祉
協
議
会

に
寄
贈
し
た
。

　
同
日
、
同
事
業
部
東
京

カ
ス
タ
マ
ー
セ
ン
タ
ー
ビ

ル
で
行
わ
れ
た
寄
贈
式
に

は
、
板
橋
区
社
会
福
祉
協

議
会
か
ら
相
田
義
正
会

長
、
七
島
晴
仁
事
務
局

長
、
関
根
真
紀
子
担
当
係

長
、
あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ

同
和
損
保
コ
ン
タ
ク
ト
セ

ン
タ
ー
事
業
部
か
ら
野
口

朋
泰
部
長
の
ほ
か
、
同
部

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
委
員

会
メ
ン
バ
ー
５
人
が
出
席

し
た
。

　
フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
と

は
、
家
庭
で
余
っ
て
い
る

食
品
等
を
職

場
に
持
ち
寄

り
、
そ
れ
ら

を
地
域
の
福

祉
団
体
や
施

設
・
フ
ー
ド

バ
ン
ク
に
寄

付
す
る
活
動

の
こ
と
。
集

ま
っ
た
食
品

等
は
、
子
ど

も
食
堂
（
子

ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
活

動
団
体
）
、
フ
ー
ド
バ
ン

ク
実
施
団
体
・
ひ
と
り
親

家
庭
や
支
援
を
必
要
と
す

る
子
育
て
家
庭
な
ど
に
届

け
ら
れ
る
。
同
事
業
部
で

は
活
動
に
当
た
り
、
東
京

カ
ス
タ
マ
ー
セ
ン
タ
ー
ビ

ル
内
に
回
収
ボ
ッ
ク
ス
を

設
置
し
、
ポ
ス
タ
ー
や
掲

示
物
を
活
用
し
て
広
く
協

力
の
呼
び
掛
け
を
実
施
。

ま
た
、
取
り
組
み
に
当
た

っ
て
は
東
京
北
支
店
板
橋

支
社
も
協
力
し
た
。

　
集
ま
っ
た
食
品
は
、
麺

類
、
飲
料
、
菓
子
、
米
、

加
工
食
品
な
ど
で
、
同
事

業
部
（
成
増
拠
点
）
か
ら

９
２
９
点
、
板
橋
支
社
か

ら
の
寄
贈
品
が
27
点
、
合

計
９
５
６
点
が
集
ま
っ

た
。

　
板
橋
区
社
会
福
祉
協
議

会
の
相
田
会
長
は
「
昨
年

度
に
続
き
、
食
品
配
付
会

へ
の
協
力
に
感
謝
す
る
。

今
回
は
、
ひ
と
り
親
世

帯
、
多
子
世
帯
、
児
童
養

護
施
設
卒
園
者
、
高
齢
者

世
帯
な
ど
１
５
０
世
帯
へ

食
品
を
配
る
こ
と
が
で

き
、
『
新
型
コ
ロ
ナ
の
影

響
で
仕
事
が
減
っ
て
い
る

中
で
と
て
も
助
か
る
』

『
子
ど
も
が
３
人
い
る
の

で
あ
り
が
た
い
』
と
い
っ

た
感
謝
の
声
を
い
た
だ
い

た
。
社
内
で
フ
ー
ド
ド
ラ

イ
ブ
を
実
施
し
協
力
し
て

い
た
だ
け
る
こ
と
は
、
フ

ー
ド
ロ
ス
の
観
点
だ
け
で

は
な
く
、
地
元
の
板
橋
区

内
で
子
育
て
す
る
家
庭
を

社
員
の
一
人
一
人
に
直
接

支
援
い
た
だ
け
る
と
い

う
、
と
て
も
意
義
深
い
活

動
だ
と
思
っ
て
い
る
」
と

謝
意
を
述
べ
た
。
ま
た
、

あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和

損
保
の
野
口
部
長
は
「
本

取
り
組
み
は
、
当
部
と
東

京
北
支
店
板
橋
支
社
が
協

力
し
て
昨
年
度
か
ら
実
施

し
て
い
る
も
の
。
今
回
集

ま
っ
た
品
々
は
９
５
０
点

を
超
え
て
お
り
、
そ
の
数

の
多
さ
は
ま
さ
に
圧
巻
の

一
言
に
尽
き
る
。
こ
れ
か

ら
も
地
域
に
密
着
し
た
活

動
を
推
進
し
て
い
く
」
と

コ
メ
ン
ト
し
た
。

板
橋
区
社
会
福
祉
協
議
会
に
飲
食
品
９
０
０
点
寄
贈

コ
ン
タ
ク
ト
セ
ン
タ
ー
で
フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
活
動

『
～
裁
判
例
に
み
る
～
自
転
車
事
故
の
損
害
賠
償
』

北
河  

隆
之
・
長
島  

光
一
　
著

書 　 評

［評者］　

小
賀
野　
晶
一 

（
中
央
大
学
法
学
部
教
授
）

事
例
を
多
数
提
供
、複
雑
な
法
分
野
を
簡
潔
明
快
に
解
説

あいおいニッセイ同和損保

左から板橋区社会福祉協議会の相田会長、
あいおいニッセイ同和損保の野口部長


